
 

 金属アーク溶接等作業を行う際に発生する「溶接ヒューム」へのばく露により、労働者に神経障害等の健

康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになり、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則等が

改正され令和３年４月１日より施行されました。 

特定化学物質作業主任者の選任、溶接ヒュームの濃度測定、有効な呼吸用保護具の選択・使用などは経過

措置として令和４年４月１日より施行されます。当協会では、各専門家に法改正の詳細と実務対応について

解説いただく説明会を開催いたしますので、是非ご参加ください。 

日  時  令和３年１２月２４日（金） １４：００〜１６：３０ 

内  容  特定化学物質障害予防規則改正の解説  愛知労働局労働基準部健康課 大河 誠司 氏 

      空気中のヒューム濃度測定 

一般財団法人ききょうの丘健診プラザ 環境測定部 部長 堀江 英博 氏 

      呼吸用保護具の選定など 

ミドリ安全株式会社 セフティー＆ヘルス統括部 担当部長 武田 幸久 氏 

会  場  名古屋市工業研究所 管理棟３階 第１会議室  ※無料駐車場有り 

(名古屋市熱田区六番三丁目４－４１ 地下鉄名港線｢六番町｣３番出口すぐ) 

受 講 料  無 料 定員５０名（先着順にて受付、定員になり次第、締切らせていただきます。） 

申 込 み  下記申込書に記入の上、一般社団法人名古屋南労働基準協会までＦＡＸでお申込みください。 

※ 受付確認後ＦＡＸにて返送いたします。 

※ 当日、受付印のある用紙をご持参ください。 

問合せ先 一般社団法人名古屋南労働基準協会 
   〒455－0014 名古屋市港区港楽 1-2-2  TEL 052-651-9246 FAX 052-651-1411 

講習会当日は、新型コロナウイルス感染防止のためマスク着用、受付での検温などにご協力をお願いすると共に、発
熱風邪等の症状がある方はご遠慮ください。また、申込み後欠席される場合は、事前に連絡願います。 
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溶接ヒュームに係る法改正説明会 申込書（兼参加票） 

※記入不要  

受講日 令和３年１２月２４日（金） 

  

 ※受 付 日  

フリガナ  
役 職  

 ※受付番号  

氏 名  

 ※受 付 印  フリガナ  
役 職  

氏 名  

勤務先（個人申込みの方はご連絡先を記入） 

事業場名 
（規模）  人 

ＴＥＬ  

ＦＡＸ  

所在地 
〒 

担当者 
（所属） 

（氏名） 

備 考  

●この受講申込書の個人情報は講習会の受講資料として使用し受講者の同意なく目的外に利用することはありません。 

一般社団法人名古屋南労働基準協会長殿 


